
重要事項説明書（居宅介護支援）

  当事業所は居宅介護支援サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの
内容、契約上のご注意頂きたいことを次のとおり説明します。

法人概要

 法人名称
 　特定非営利活動法人　グループたすけ
あい

 事務所の所在地
 　横浜市青葉区市ケ尾町１０６２番地５
－３０２号

 法人種別  　特定非営利活動法人
 代表者名  　清水 雅子
 電話番号  　０４５－９７１－３３１７

事業所概要

事業者名称  　グループたすけあい居宅支援事業所

介護保険事業所番号 神奈川県  １４７３７０１８０１　号

指定年月日 平成２０年７月１日
管理者名 小林　潮

  事務所の所在地
 　横浜市青葉区市ケ尾町１０６２番地５
－３０２号

電話番号 ０４５－９７１－０９９５
通常の事業の実施地域 青葉区　都筑区　緑区　川崎市麻生区
併設サービス 訪問介護

 

事業の目的と運営方針

 事業の目的 事業所は介護保険法令に従い、介護支
援専門員が要介護または要支援状態にあ
る
高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援
を提供します。



 運営の方針 事業所の介護支援専門員は、介護保険
法等の主旨に沿って、利用者の意思及び
人格を
尊重し、要介護または要支援者が可能
な限りその居宅において、その有する能
力に応じ、自立した日常生活を営むこ
とができるよう、居宅介護支援を行う
ものとする。

事業の実施にあたっては、関係市町村
、地域の保健・医療・福祉サービスと
綿密な連携を
図っていきます。

介護支援専門員は、より良いサービス
の提供のために内部研修・地域の連絡会
等で
資質向上・自己研鑽に努めます。

事業所の職員体制

職　　種 職員数 勤務体制
　管理者　（主任介護支援
専門員）

１人
常勤専従
常勤兼務　　１人

介護支援専門員 5人

常勤専従　　4人
常勤兼務　　１人
非常勤専従
非常勤兼務　

営業日及び営業時間

営業日 月曜日～金曜日　（祝日を除く）
営業時間 午前９時～午後５時

（注）年末年始（１２月２８日～１月４日）を除く。



　　　緊急時は電話により担当の介護支援専門員に連絡が可能。

指定居宅介護支援の提供方法、内容

（１）介護支援専門員は、利用者及びその家族に面接し、事業所独自のアセスメント様
式を用いて利用者の心身の状況、その置かれている環境等の課題分析を行い、支援
する上で解決すべき課題を把握します。相談を受ける場所は利用者の自宅または事
業所内、その他必要と認められる場所とします。

介護支援専門員は、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生
活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種
類、内容及び利用料、サービス提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画
原案を作成します。
介護支援専門員は、利用者自身がサービスを選択することを基本に支援します。サービ
スの内容、利用料等の情報を提供し、特定のサービス事業者を有利に扱うことのないよう、
公正中立に居宅介護支援を提供します。
利用者は、複数の指定居宅サービス事業者を紹介することを求めることができ、居宅サー
ビス計画書に位置付けた事業者等の選定理由の説明を求めることができます。
介護支援専門員は、利用者に事業所が前６ヶ月間に作成したケアプランにおける訪問介護、
通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用割合と、同一事業者によって提供され
たものの割合について説明し、理解を得るように努めます。
サービス担当者会議の開催等により、利用者の状況等の情報を担当者と共有し、担当者
に専門的見地からの意見を求めます。開催場所は利用者宅または事業所内、その他必要
と認められる場所とします。
（７）サービス計画原案の内容について利用者及びその家族に対して説明し、文書によ
り利用者の同意を得て、居宅サービス計画とし、利用者及びサービス事業者の担当
者に交付します。

（８）利用者が医療サービスを必要とする場合は、主治医の指示がある場合に限りこれ
を行うものとします。医療サービス以外の居宅サービスを位置付ける場合にも、主
治医の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重してこ
れを行います。

（９）介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後も、居宅サービス事業者等との連
絡を継続的に行い、利用者宅へ１ヶ月に１回以上訪問し、居宅サービス計画の実施
状況を把握し、必要に応じて居宅サービス計画の変更等を行います。

（10）利用者の要介護認定等の係る申請について、利用者の意思を確認した上で、必要
に応じて申請の代行等の援助を行います。

（11）利用者が介護保険施設等への入所を希望する場合は、介護保険施設等への紹介そ
の他便宜の提供を行います。介護保険施設等から退所等を行う場合は、居宅への移
行がスムーズに行われるように連絡調整を行います。

（12）利用者が病院または診療所に入院する必要が生じた場合は、早期より入院医療機
関との連携を図り、入院時には医療機関でよりよいケアを受けられるように、退院



時には在宅復帰後により良い生活を送れるように支援を行います。そのため、入院
時には担当の居宅介護支援事業所及び介護支援専門員を医療機関に伝えて頂きます
ようにお願い致します。

７．利用料金その他の費用について

利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、要介護認定を受けられた方
は、法定代理受領により、介護保険制度から事業所に全額給付されます。利用者の負担
はありません。
被保険者証に支払方法変更の記載（保険料滞納等で償還払いとする等）がある時は、記
載の支払い方法に即した金額を頂きます。この場合、当事業所でサービス提供証明書を
発行しますので、当該市町村に提出して払い戻しを受けて頂きます。
介護支援専門員が訪問するための交通費は一切頂きません。
８．個人情報の保護

利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した
「医療・介護関係事

業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取扱
いに努めます。事業所

が得た利用者の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用
しないものとし、外

部への情報の提供については必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ます。　

９．守秘義務について

従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する義務を負います。但
し、「個人情報使用

同意者」にて同意を得ている場合は、その使用目的に限り、個人情報の使用をすること
ができます。退職後も

正当な理由なく在職中知り得た利用者又はその家族の個人情報に対して、守秘義務があ
る旨を従業者との雇

用契約の内容とします。

１０．苦情等の相談について

（苦情の受付窓口）



グループたすけあい法人苦情相談窓口 時間：　平日  午前９時～午後５時
電話：　　０４５-９７１-３３１７
担当者： 小林　潮・清水 雅子

区役所　高齢・障害支援課 時間：　平日  午前８時４５分～午後５
時１５分
青葉区：　０４５-９７８-２４７９
都筑区：　０４５-９４８-２３１３
緑区：　　０４５-９３０-２３１５
川崎市麻生区：　０４４-９６５-５１４
６

横浜市健康福祉局　介護事業指導課
（居宅サービス・地域密着型サービス
）

時間：　平日  午前９時００分～午後５
時００分
電話：　　０４５-６７１-２３５６

 神奈川県国民健康保険　　　団体連合会
（介護保険課　介護苦情相談係）

時間： 平日  午前８時３０分～午後５時
１５分
電話：　 ０４５-３２９-３４４７

（苦情相談に対する具体的対応）

自ら提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス等に対す
る相談があった場合は、介護支援専門員は直ちに利用者宅を訪問するなどして、事実関
係の確認を行います。
自ら提供した居宅介護支援についての苦情相談の場合は、必要に応じて法人の理事会で
検討し、早急に具体的対応を行います。
居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者についての苦情相談の場合は、必要
に応じて居宅サービス事業者に業務改善を指導し、改善が見込めない場合は事業所の変
更を検討します。
（４）必要に応じて関係機関への連絡を行います。
（５）苦情相談記録を作成し、今後のサービスの質の見直しに役立てて行きます。

１１．情報の保存・開示について

事業所は、利用者の居宅介護支援提供に関する書類等について、この契約が終了した後
５年間保管します。利用者が希望した場合は、事業所の営業時間内に事業所にて実施記



録を閲覧、複写物の交付を受けることができます。

１２．緊急時の対応方法

予め緊急連絡先にご登録頂いた連絡先への連絡を行います。また、主治医への連絡を行
い、医師の指示に従います。

１３．事故発生時の対応

サービスの提供により事故が発生した場合には、ご家族、市町村、関係医療機関等への
連絡を行う等、必要な措置を講じ、事故の状況やとった処置について記録します。事業
所の責めに帰すべき事由により賠償すべき場合には、速やかに損害賠償を行います。そ
のため、事業所は損害賠償責任保険に加入します。

１４．虐待防止への取り組み

事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため以下のことを行います。
虐待防止のための指針を作成し、指針を基準に定期的に研修を実施します。
虐待防止責任者は居宅介護支援事業所管理者とします。
担当する利用者の中に虐待が疑われる方がいた場合、介護支援専門員は速やかに市
町村または地域包括支援センターの高齢者虐待対応窓口に相談・通報する義務があ
ります。また、サービス事業所などと連携を取りながら、今後の対応を考えていき
ます。

１５.身体的拘束について

事業所は、利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体
的拘束等を行わな

いことを徹底します。身体的拘束等を行う場合は、事前に、当該利用者またはその家族
に身体的拘束等の態

様等を説明し、記録することを義務とします。

１６.ハラスメント対策

事業所は、適切な居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的
な言動または優越的な関係を背景とした言動により、従業者の就業環境が害されること
を防止するための必要な措置を講じます。また、利用者、ご家族または身元保証人等か
ら事業者やサービス従事者、その他の関係者に対して故意に
暴力や暴言等の法令違反、その他著しく常識を逸脱する行為を受けた場合は、サービス



のご利用を一時中止及び契約を解約させて頂く場合があります。

１７.感染症の予防及びまん延防止

事業所は、感染症発生とまん延防止のために必要な措置を講じ、事業継続計画を作成
し、実践していきます。

感染拡大時にも利用者に必要なサービスが安定的継続的に提供できるようにし
ます。
利用者の安全確保に向けた感染防止策をあらかじめ検討し、確実に実行しま
す。
平常時から感染拡大時の課題に向けた対策を講じ、研修や訓練を実施します。
従業員自らが感染源にならぬよう、日常的な感染対策を徹底します。

１８.重大な災害時の対応

事業所は、重大な災害時の対応のために必要な措置を講じ、事業継続計画を作成し、実
践していきます。

災害時にも利用者に必要なサービスが安定的継続的に提供できるようにしま
す。

利用者の安全確保に向けた対応をあらかじめ検討し、確実に実行します。
平常時から災害時の課題に向けた対策を講じ、研修や訓練を実施します。
災害時の過酷な労働環境を避け、従業員の健康・身体・生命を守る機能を維持
します。

１９.資質向上への取り組み

事業所は、従業者の資質向上を図るため、研修機関が実施する研修への参加や当該事業
所内で必要な
研修の機会を計画的に確保し、業務体制を整備します。

                                              　　　　　　　　　　　 　　　年 　　 　 月 　　   日

指定居宅介護支援の開始にあたり、利用者に対して重要事項について説明し、交付しま



した。

（事業者）

所在地    横浜市青葉区市ケ尾町１０６２番地５－３０２号
            　　　　　　　　　
名　称    　特定非営利活動法人　グループたすけあい

グループたすけあい居宅介護支援事業所　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　説明者

私は重要事項説明書について説明を受け、同意の上、交付を受けました。

（利用者）

住所　　横浜市青葉区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

（代理人）　続柄：  

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

重要事項説明書付属文書　　（2024.4月　制度改正時）



居宅介護支援の介護報酬（利用料）について

要介護認定を受けられた方の利用料は、介護保険制度から事業所に全額給付されます。
但し、保険料の滞納により、法定代理受領ができなくなった場合は、全額自己負担にな
る可能性があります。当事業所は、以下の保険請求をさせて頂いております。

居宅介護支援費Ⅰ

要介護１・２ １２，０７６円

要介護３・４・５ １５，６９０円
 　　　
＊１　事業所が、厚生労働大臣が定める運営基準を満たさなかった場合、基本料金（上
記料金表）の５０/１００の料金になります。また、運営基準を満たさなかった月が
２ヶ月以上継続している場合は算定しません。

＊２　事業所が、厚生労働大臣が定める特定事業所集中基準に該当した場合、上記金額
を減額します。

＊３　利用者が、厚生労働大臣が定める新規または要介護区分の変更による初回加算基
準を満たした場合、
初月のみ上記料金＋3,336円を算定します。

＊４　事業所が利用者が入院した日のうちに医療機関に情報提供を行った場合は、＋２
，７８０円の入院連携加算を算定します。

　　　翌日または翌々日に情報提供を行った場合は、＋２，２２４円の入院連携加算を
算定します。

＊５　利用者が医療機関や介護保険施設を退院、退所するにあたって、介護支援専門員
が医療機関等より利用者に関する必要な情報を得た上で居宅サービス計画を作成し
、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合

　　　カンファレンスに参加（有）　連携１回の場合は、　＋６，６７２円の退院連携
加算を算定します。
　　　カンファレンスに参加（無）　連携１回の場合は、　＋５，００４円の退院連携
加算を算定します。



＊６　医療機関で医師の診察診断を受ける際に介護支援専門員が同席し、医師等と情報
連携を行った場合　＋５５６円の通院時情報連携加算を算定します。

＊１～＊６について、利用者の負担はありません。

　居宅介護支援の介護報酬について説明を受け、同意しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
年　　　　　月　　　　　日

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏
名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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